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◆労働者派遣制度関連（10件）

制度の
現状

措置の　　　分類
該当法

令
措置の概要（対

応策）

1 3月27日 5月31日

労働者派
遣法にお
ける
「マージ
ン率の開
示義務」
の撤廃に
ついて

昨年改正された労
働者派遣法の
「マージン率の開
示義務」を撤廃し、
本来の目的を達成
するために「派遣
料金内訳の説明
義務」を提案しま
す。

労働者派遣法第２３条第５項 民間企業
厚生労働
省

派遣元事
業主は派
遣料金と
派遣労働
者に支払
う賃金の
差額の割
合（いわ
ゆる
「マージ
ン率」）や
教育訓練
に関する
事項等を

「マージン率開示義務」の在り方については検討に着手

労働者
派遣法
第２３条
第５項

本規定は、派遣元
事業主が不当に多
い割合を控除してい
るとの指摘があった
こと等から、派遣元
事業主のマージン
率や教育訓練に関
する事項等を公開
することとしているも
のです。
情報公開をもって、
派遣労働者や派遣
先が良質な派遣元
事業主を適切に選

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

2 10月5日

日雇い派
遣の規制
緩和につ
いて

過去、日雇い派遣
を繰り返して長期
の職場に人を送り
込んでいた会社が
多数ありました。
そこで働く人たち
は、日雇いだから
という理由で、社会
保障もなく労働基
準法上の休業補
償もありませんで
した。
当然ですよね、毎
日新しく雇っている
だけですから。
その人たちが会社
に文句をつけて
も、すぐ辞めさせら

－ 個人
厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、
①その業
務を迅速
かつ的確
に遂行す
るために
専門的な
知識、技
術又は経
験を必要
とする業
務のう
ち、労働
者派遣に
より日雇
労働者を

検討に着手

○労働
者派遣
事業の
適正な
運営の
確保及
び派遣
労働者
の保護
等に関
する法
律第35
条の３第
1項

○労働
者派遣
事業の

　日雇派遣の原則
禁止については、平
成24年労働者派遣
法改正法において
規定されたものであ
ることから、円滑に
施行されるよう努め
るとともに、施行状
況についての蓄積
を図っているところ
です。
　なお、平成24年労
働者派遣法改正法
の内容については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今
後の労働者派遣制

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

3 10月7日

派遣法‐3
年上限は
廃止→ス
キルが
あっても
社員にな
れない

「特に専門２６業務
は、派遣期間の上
限を５年超とする
経過措置を設ける
べき」
　
私は、専門２６業
務（仮に５号業務：
事務用機器操作と
しておきます）に従
事していて、今の
職場での派遣期間
は既に５年を超え
ています。登録型
派遣で３ヵ月毎の
有期契約を更新し
ています。現在の
労働者派遣法で
は、専門２６業務に
ついては派遣期間
の制限がないの
で、今後も、派遣

派遣法 個人
厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は専門的
な知識等
を必要と
する業務
等を除
き、労働
者派遣に
係る派遣
受入期間
が制限さ
れていま
す。

対応済

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律
第40条
の２

　現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会において、個
人単位の期間制限
を含め今後の労働
者派遣制度の在り
方について検討が
行われているところ
です。

4 10月16日

労働契約
申込みみ
なし制度
の廃止

【要望の具体的内
容】
　労働契約申込み
みなし制度は、施
行前に制度自体を
廃止すべきであ
る。
【規制の現状と要
望理由等】
　労働契約申込み
みなし制度は、違
法派遣の下で就業
していた派遣労働

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の６第１項（2015年施行後）
（一社）日本
経済団体連
合会

厚生労働
省

　平成24
年の労働
者派遣法
改正によ
り、平成
25年10
月1日か
ら労働契
約申込み
みなし制
度の施行
が予定さ
れている

検討に着手

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律
第40条
の６（平

　労働契約申込み
みなし制度について
は、平成24年労働
者派遣法改正法に
おいて規定されたも
のであり、現在、平
成27年10月1日の
施行に向け、準備を
進めているところで
す。
　なお、平成24年労
働者派遣法改正法
の内容については、

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

5 10月16日

グループ
企業内派
遣規制に
おける派
遣割合の
見直し

【要望の具体的内
容】
　派遣元事業主の
関係派遣先に対す
る労働者派遣の制
限（８割）の見直し
を行うべきである。
【規制の現状と要
望理由等】
　改正労働者派遣
法では、派遣元事
業主がグループ内
企業などの「関係
派遣先」に労働者
派遣を行う時は、
派遣割合が100分
の80以下となるよ

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の２
（一社）日本
経済団体連
合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、派遣
元事業主
がグルー
プ内企業
などの
「関係派
遣先」に
労働者派
遣を行う
時は、派
遣割合が
100分の
80以下と
なるよう
にしなけ

検討に着手

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律
第23条
の２

　グループ企業内の
派遣割合の規制に
ついては、平成24年
労働者派遣法改正
法において規定され
たものであることか
ら、円滑に施行され
るよう努めるととも
に、施行状況につい
ての蓄積を図ってい
るところです。
　なお、平成24年労
働者派遣法改正法
の内容については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

6 10月16日

一年以内
に離職し
た労働者
の派遣禁
止の見直
し

【要望の具体的内
容】
　離職した労働者
についての労働者
派遣の役務の提
供の受入れの禁
止（施行規則第33
条の５）について、
適用対象を解雇さ
れた者に限定する
か、少なくとも自己
都合退職や短期
雇用の場合は除く
など、例外を増や
すべきである。
【規制の現状と要
望理由等】
　派遣元事業主
は、労働者派遣を

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の４、第40条の６、
同法施行規則第33条の５

（一社）日本
経済団体連
合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、60歳
以上の定
年に達し
たことに
より退職
した者を
除き、派
遣先は、
労働者派
遣に係る
派遣労働
者が当該
派遣先を
離職した
者である
ときは、
離職の日

検討に着手

○労働
者派遣
事業の
適正な
運営の
確保及
び派遣
労働者
の保護
等に関
する法
律第35
条の４、
第40条
の６

○労働
者派遣
事業の

　離職後１年の労働
者についての労働
者派遣の禁止につ
いては、平成24年
労働者派遣法改正
法において規定され
たものであることか
ら、円滑に施行され
るよう努めるととも
に、施行状況につい
ての蓄積を図ってい
るところです。
　なお、平成24年労
働者派遣法改正法
の内容については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今
後の労働者派遣制

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

今後の対応
ス

テー
タス

番号 受付日

内閣府
での回答

取り
まとめ日

提案事項

規制改革ホットラインにおける提案（労働者派遣制度関係） 詳細版

派
遣

提案の具体的
内容等

根拠法令 提案主体 所管官庁

所管省庁の検討結果



制度の
現状

措置の　　　分類
該当法

令
措置の概要（対

応策）

今後の対応
ス

テー
タス

番号 受付日

内閣府
での回答

取り
まとめ日

提案事項
提案の具体的

内容等
根拠法令 提案主体 所管官庁

所管省庁の検討結果

7 10月16日

日雇派遣
に関する
原則禁止
の見直し

【要望の具体的内
容】
　原則禁止を廃止
するか、少なくとも
収入要件の水準を
大幅に引き下げる
べきである。
【規制の現状と要
望理由等】
　改正労働者派遣
法は、日雇労働者
（日々または30日
以内の期間を定め
て雇用する労働
者）については、当
該労働者の適正な
雇用管理に支障を
及ぼすおそれがな

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の３第１項
同法施行令第４条の２
同法施行規則第28条の３

（一社）日本
経済団体連
合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、
①その業
務を迅速
かつ的確
に遂行す
るために
専門的な
知識、技
術又は経
験を必要
とする業
務のう
ち、労働
者派遣に
より日雇
労働者を

検討に着手

○労働
者派遣
事業の
適正な
運営の
確保及
び派遣
労働者
の保護
等に関
する法
律第35
条の３第
1項

○労働
者派遣
事業の

　日雇派遣の原則
禁止については、平
成24年労働者派遣
法改正法において
規定されたものであ
ることから、円滑に
施行されるよう努め
るとともに、施行状
況についての蓄積
を図っているところ
です。
　なお、平成24年労
働者派遣法改正法
の内容については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今
後の労働者派遣制

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

8 10月16日

高齢者の
派遣期間
制限の緩
和

【要望の具体的内
容】
　高齢者の安定し
た雇用を確保する
という高年齢者雇
用安定法の趣旨を
踏まえ、高齢者に
ついては、労働者
派遣制度における
派遣期間の制限を
５年もしくは期間制

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の２
（一社）日本
経済団体連
合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、専門
的な知識
等を必要
とする業
務等を除
き、労働
者派遣に
係る派遣
受入期間

対応済

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律

　高齢者に係る労働
者派遣については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今
後の労働者派遣制
度の在り方について
の検討の中で、検
討が行われていると
ころです。

9 11月18日
グループ
内派遣の
要件緩和

【提案の具体的内
容】
(1)グループ内派遣
のうち、専門業務
に関する派遣に関
しては、８割基準
から控除すべきで
ある。
(2)グループ内派遣
に関し、グループ
内派遣ゆえに雇用

公益社団法
人関西経済
連合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、派遣
元事業主
がグルー
プ内企業
などの
「関係派
遣先」に
労働者派
遣を行う

検討に着手

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律

　グループ企業内の
派遣割合の規制に
ついては、平成24年
労働者派遣法改正
法において規定され
たものであることか
ら、円滑に施行され
るよう努めるととも
に、施行状況につい
ての蓄積を図ってい
るところです。

労政審にて議論
（H24年改正見直し）

10 11月18日

高齢者の
グループ
内派遣の
制限の緩
和

【提案の具体的内
容】グループ内派
遣に関し、現行の
最長３年から５年
以上（もしくは、無
期限）の派遣を容
認すべきである。

【提案理由】高齢
者雇用の促進につ
ながるため。

労働者派遣法４０条の２
公益社団法
人関西経済
連合会

厚生労働
省

　労働者
派遣法で
は、専門
的な知識
等を必要
とする業
務等を除
き、労働
者派遣に
係る派遣
受入期間

対応済

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
保護等
に関す
る法律

　高齢者に係る労働
者派遣については、
現在、労働政策審
議会労働力需給制
度部会における今
後の労働者派遣制
度の在り方について
の検討の中で、検
討が行われていると
ころです。

派
遣


